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【問い合わせ先】・住民生活課国民健康保険係　　☎0137─62─2112
　　　　　　　　・熊石総合支所住民サービス課　☎01398─2─3111

※住民税非課税世帯（区分オ、区分ⅠまたはⅡ）に該当される方は変更ありません。
※「小児慢性特定疾病児童等」または「指定難病患者」は変更ありません。
※平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院している方で、
　4月1日以降も引き続き入院する場合は変更ありません。

■70歳未満の国民健康保険加入者

■70歳以上の国民健康保険加入者および後期高齢者医療加入者

現　行

２６０円

２１０円

１６０円

一般（区分　ア・イ・ウ・エ）

食事療養標準負担額（１食）
平成28年4月1日から 平成30年4月1日から

90日までの入院

90日を超える入院

住民税
非課税世帯
（区分オ）

現　行

２６０円

２１０円

１６０円

１００円

現役並み所得者・一般

食事療養標準負担額（１食）
平成28年4月1日から 平成30年4月1日から

90日までの入院

90日を超える入院
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税

非
課
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３６０円
変更なし

変更なし

４６０円
変更なし

変更なし

３６０円
変更なし

変更なし

変更なし

４６０円
変更なし

変更なし

変更なし
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　高齢者の方や障がいを持った方、健康や介護について不安や心配がある方々の相談の場です。
【日時】3月15日（火）　【受付時間】午前9時30分～11時30分
【場所】はぴあ八雲エントランスホール
◎ミニ講座「高齢者福祉サービスについて」
【時間】午前10時～10時30分
【内容】高齢者の方向けのサービス、ご存知ですか？必要なサービスを活用できるよう、この機会に
　　　　色々聞いてみませんか。
【問い合わせ先】保健福祉課包括支援係（シルバープラザ内）10137－65－5001

はっぴぃ♪街なか保健室

みさと
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